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１．一般に適切と考えられる、第１種踏切における踏切遮断開始時間（列車の先頭が踏切

道部分にさしかかる何分何秒前に警報が鳴り始めるかの時間のことを、以下このよう

に記します）は、以下の①と②の和であると考えられます。

①警報が鳴り始めてから遮断機が完全に下りるまでに要する時間

②列車がその区間での最高運転速度から非常ブレーキで当該踏切の手前に停止できる距

離（６００ｍ）を走行するのに要する時間

③若干の余裕時間

＊②の根拠

かつて旧運輸省～国土交通省令には「非常ブレーキによる列車の停止距離は６００ｍ

以内でなければならない」旨の定めがありました（現在の省令では「６００ｍ」の数

値は消えています）。これは人間（運転士）が前方の赤信号を確認できる視力上の限界

距離が約６００ｍであるという、旧国鉄での実験結果を根拠としていました（下記注）。

したがって、列車が踏切を安全に通過するためには、運転士が前方の踏切の障害物（歩

行者など）を発見したとき非常ブレーキをかけて間に合う限界距離≒踏切の約６００

ｍ手前に到達するときまでに、遮断機が完全に下りている必要があることになります。

この「限界距離」は、個々の踏切付近での最高運転速度や車両のブレーキ性能などに

よっては６００ｍよりも短いケースも考えられますが、本稿では便宜的に一律６００

ｍが必要と仮定して話を進めます。

(注)齋藤雅男「高速鉄路建設のあゆみ（４９）」、『鉄道ジャーナル』２００５年５月号

ｐ．１５０所収、鉄道ジャーナル社。

２．一般に、警報が鳴り始めてから遮断機が完全に下りるまでに必要とされる時間の長さ

は、列車通過完了後に遮断機が上がり始めたのと同時に次の列車の接近を知らせる警

報が鳴り始め、再び遮断機が完全に下りるまでの時間であると考えられます。これは

歩行者が踏切を渡り切るのに必要な時間と等しいと考えられます。（上記１－①関連）

このことを伊勢崎線第３７号踏切に当てはめると、踏切の長さは３３．２ｍですから、

健常者では２５秒程度（歩く速度を８０ｍ／分として計算）、幼児連れや高齢者などで

は３５秒程度（同６０ｍ／分）を見込む必要があると考えられます。

また、第３８号踏切の長さは３０．４ｍと、第３７号踏切のそれとの差が小さいこと

から、歩行者が踏切を渡り切るのに必要な時間については、便宜的に第３７号踏切の

それと等しいものとして以下の計算を行うことに、問題はないと考えられます。

３．竹ノ塚駅前後での最高運転速度と、その速度で６００ｍを走行するのに要する時間は

以下のとおりです。（上記１－②関連、カッコ内は時速を秒速に換算した値）

①上下急行線 １００ｋｍ／ｈ（約２７．８ｍ／ｓ）、約２２秒

②上下緩行線 ８５ｋｍ／ｈ（約２３．６ｍ／ｓ）、約２５秒（注１）

注１ 上下緩行線列車では、最高運転速度が低い分、非常ブレーキによる停止可能距

離は６００ｍよりかなり短いと考えられますが、当該速度からの非常ブレーキ

による停止可能距離についての資料が入手できていないため、便宜的に６００

ｍを必要とするものと仮定して、以下の計算を行うこととしました。
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４．上記２と３から、第３７号踏切と第３８号踏切における、各列車種別ごとの適切な踏

切遮断開始時間は、以下のとおりであると算出されます。

（上記１－③に掲げた「若干の余裕時間」は５秒と仮定して計算）

①上下急行線 ３５＋２２＋５＝６２秒＝１分０２秒

②第３７号踏切における下り緩行線および

第３８号踏切における上り緩行線 ３５＋２５＋５＝６５秒＝１分０５秒

③第３７号踏切における上り緩行線および

第３８号踏切における下り緩行線 竹ノ塚駅到着の４４秒前（注２）

注２ 上下緩行線とも竹ノ塚駅を通過する列車が１本も設定されていない（回送列車

も必ず竹ノ塚駅で一旦停車する）ことと、駅到着の何秒前に警報鳴動を開始さ

せるのが適切であるかの計算方法が明らかでないため、「第３８号踏切に下り

緩行線列車が接近したときの、警報鳴動開始から列車が竹ノ塚駅に停車するま

での実測時間の平均値」を計算に用いることにしました。

５．第３７号踏切および第３８号踏切における、実際の踏切遮断開始時間の測定結果（平

均値）は以下のとおりです。（詳細は「伊勢崎線第３７号踏切における踏切遮断状況の

実測調査」「伊勢崎線第３８号踏切における踏切遮断状況の実測調査」を参照。いずれ

も「東武鉄道伊勢崎線竹ノ塚駅構内『伊勢崎線第３７・３８号踏切』自動化後の踏切

遮断状況等の調査報告書」に収録）

(1) 第３７号踏切

①下り急行線 １分０９秒（西新井駅を通過する、特急・急行・快速列車）

～１分１５秒（西新井駅に停車する、準急・区間準急列車）

②下り緩行線 １分１６秒（竹ノ塚駅終着以外の列車の場合。竹ノ塚駅終着列車では

ＡＴＳによる駅進入速度の制限が発生するため更に１０

秒程度長く見込む必要があることが『列車運行図表』か

らわかります。）

③上り緩行線 １分４７秒（始発列車以外の場合。内訳は、警報が鳴り始めてから駅

到着まで１分１２秒、駅停車時間２７秒、駅発車から踏

切道部分にさしかかるまで８秒）

④上り急行線 １分２５秒

(2) 第３８号踏切

①下り急行線 １分１９秒

②下り緩行線 １分１４秒（内訳は、警報鳴動開始から駅到着まで４４秒、駅停車時

間２５秒、駅発車から踏切到達まで５秒）

③上り緩行線 １分１５秒

④上り急行線 １分１７秒

６．上記５と３の差を求めることで算出される、東武鉄道が、警報が鳴り始めてから遮断

機が完全に下りるまでに必要と見込んでいると考えられる時間は、以下のとおりです。

（以下の計算式中の「－５秒」は、１－③に示した「若干の余裕時間」です）

(1) 第３７号踏切

①下り急行線 １分０９秒－２２秒－５秒＝４２秒（特急など優等列車の場合）

②下り緩行線 １分１６秒－２５秒－５秒＝４６秒

（竹ノ塚駅終着列車以外の場合。下り優等列車との差 ４秒）

③上り緩行線 （注３）

④上り急行線 １分２５秒－２２秒－５秒＝５８秒

（下り優等列車との差 １６秒）
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(2) 第３８号踏切

①下り急行線 １分１９秒－２２秒－５秒＝５２秒

（第３７号踏切における下り優等列車との差 １０秒）

②下り緩行線 （注３）

③上り緩行線 １分１５秒－２５秒－５秒＝ ４５秒（同 ３秒）

④上り急行線 １分１７秒－２２秒－５秒＝ ５０秒（同 ８秒）

注３ 注２と同じ理由から、計算を省略しました。

７．これらの計算結果から、以下のことが言えます。

(1) 第３７号踏切関係

①踏切遮断開始時間が最も遅い下り優等列車を基準に考えると、東武鉄道は、警報が鳴

り始めてから遮断機が完全に下りるまでに、４２秒が必要な場合があることを想定し

ている理屈になります。この「４２秒」という数字は、上記２で算出した３５秒（幼

児連れや高齢者などが踏切を渡るのに必要と考えられる時間）に照らしたとき、かろ

うじて適切な範囲内であると考えられます。

②運転速度がもっとも高く、かつ踏切にさしかかるまでの時間がもっとも短い下り優等

列車の踏切遮断開始時間「１分０９秒」（以下「基準時間」と記します）で踏切の安全

が十分に確保できるのであれば、上り急行線および下り緩行線の踏切遮断開始時間と

基準時間との差にあたる時間が、安全確保上の必然性が認められない、過剰な踏切遮

断時間であると言えます。この値は、以下のとおりです。

ⅰ）上り急行線列車 １分３２秒－１分０９秒＝２３秒

ⅱ）下り緩行線列車 １分１６秒－１分０９秒＝ ７秒

（下り緩行線列車の場合、計算上は最高運転速度からの非常ブレーキによる停止

距離を実際よりも長めに見込んでいる（注１参照）ことから、実際の過剰な踏切

遮断時間は７秒よりも長いと考えられます。）

③上り緩行線列車については、警報が鳴り始めてから列車が駅に到着するまでの時間「１

分１２秒」と第３８号踏切における下り緩行線列車の場合のそれである「４４秒」と

の差である「２８秒」が、同様に過剰な踏切遮断時間であると言えます。

(2) 第３８号踏切関係

④上下急行線列車および上り緩行線列車の踏切遮断開始時間と、基準時間との差にあた

る時間が、過剰な踏切遮断時間であると言えます。この値は、以下のとおりです。

下り急行線 １分１９秒－１分０９秒＝１０秒

上り急行線 １分１７秒－１分０９秒＝ ８秒

上り緩行線 １分１５秒－１分０９秒＝ ６秒

８．以上のことから、東武鉄道が、上記７に示した「過剰な踏切遮断時間」の分だけ、第

３７号踏切および第３８号踏切におけるいわゆる「開かずの踏切」問題をいたずらに

（必要以上に）深刻化させ、かつその状況を長年にわたり放置し続けてきたことは明

白です。

同時に、以下のイとロの事実を誘発したこともまた明白です。

イ．必要以上に待たされる通行人からの、踏切保安係への（時には刃物を突き付けられ

るなど暴力的な形での）「早く踏切を開けろ」という苦情の増加

ロ．上記イの苦情による精神的重圧に堪えかねた踏切保安係に「警報が鳴り始めてから

列車が踏切にさしかかるまでの時間が長すぎるなら、その間に踏切を開放して歩行

者などを通すことができる」と判断させ「遮断機早上げ防止装置の自動ロックを解

除するボタンを操作して踏切を開放する」危険な遮断機扱いを常時行わざるを得な

い心理状態に追い詰めたこと
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計算結果の総括表（その１・第３７号踏切）

本文

項目

番号

項目＼運転線路
下り

急行線

下り

緩行線

上り

緩行線

上り

急行線

－ 踏切の長さ（ｍ） ３３．２ｍ

２
歩行者（幼児連れや高齢者など）が踏切を

渡り切るのに必要と考えられる時間
３５秒

３ 列車の最高運転速度（ｋｍ／ｈ） １００ ８５ ８５ １００

３ 最高速度で６００ｍを進む時間 22秒 25秒 *1 25秒 *1 22秒

４

理論上適切な踏切遮断開始時間

（項目番号２＋３に若干の余裕時間とし

て５秒を加えた値）

１分02秒 １分05秒 44秒 *2 １分02秒

５ 踏切遮断開始時間の実測値の平均 １分09秒 １分16秒 １分47秒 １分25秒

６

東武鉄道が、警報が鳴り始めてから遮断機

が完全に下りるまでに必要と見込んでい

た時間の理論値（項目番号５－３から若干

の余裕時間として更に５秒を引いた値）

41秒

（同上）
46秒 *3 58秒

－
自動化後の、警報が鳴り始めてから遮断機

が完全に下りるまでまでの時間
４０秒

７

安全確保上の必然性が認められない、無駄

な踏切遮断時間（項目番号５および６にお

ける基準時間（太字）との差）

－ ４秒 － 16秒

－
項目番号６－２で求められる、無駄な踏切

遮断時間
６秒 11秒 － 23秒

【注】

＊１ 上下緩行線列車では、最高運転速度が低い分、非常ブレーキによる停止可能距離は

６００ｍよりもかなり短いと考えられますが、当該速度からの非常ブレーキによる

停止可能距離についての資料が入手できていないため、便宜的に６００ｍを必要と

するものと仮定して計算を行いました。

＊２ 上下緩行線とも竹ノ塚駅を通過する列車が１本も設定されていない（回送列車も必

ず竹ノ塚駅で一旦停車する）ことと、駅到着の何秒前に警報鳴動を開始させるのが

適切であるかの計算方法が明らかでないため、「第３８号踏切に下り緩行線列車が

接近したときの、警報鳴動開始から列車が竹ノ塚駅に停車するまでの実測時間の平

均値」を計算に用いました。

＊３ 注２と同じ理由から、計算を省略しました。
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計算結果の総括表（その２・第３８号踏切）

本文

項目

番号

項目＼運転線路
下り

急行線

下り

緩行線

上り

緩行線

上り

急行線

－ 踏切の長さ（ｍ） ３０．６ｍ

２
歩行者（幼児連れや高齢者など）が踏切を

渡り切るのに必要と考えられる時間
３５秒

３ 列車の最高運転速度（ｋｍ／ｈ） １００ ８５ ８５ １００

３ 最高速度で６００ｍを進む時間 22秒 25秒 *1 25秒 *1 22秒

４

理論上適切な踏切遮断開始時間

（項目番号２＋３に若干の余裕時間とし

て５秒を加えた値）

１分02秒 44秒 *2 １分05秒 １分02秒

５ 踏切遮断開始時間の実測値の平均 １分19秒 １分14秒 １分15秒 １分17秒

６

東武鉄道が、警報が鳴り始めてから遮断機

が完全に下りるまでに必要と見込んでい

た時間の理論値（項目番号５－３から若干

の余裕時間として更に５秒を引いた値）

52秒 *3 45秒 50秒

－
自動化後の、警報が鳴り始めてから遮断機

が完全に下りるまでまでの時間
３５秒

７

安全確保上の必然性が認められない、無駄

な踏切遮断時間（項目番号５および６にお

ける基準時間（太字）との差）

10秒 － ３秒 ８秒

－
項目番号６－２で求められる、無駄な踏切

遮断時間
17秒 － 10秒 15秒

以上


